
2026年 4月 

CDEJ認定機構 

https://www.cdej.or.jp/  

認定期間延長手続きの流れ
※「認定更新手続きの流れ」もご覧ください※ 
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★ 更新審査料について ★ 

・ 認定期間 5年目の更新／延長申請時に審査料 11,000円（税込）が必要です（年度内 1回限り）。 

・ 6年目以降、更新／再延長申請時に再審査料 3,300円（税込）が必要です（年度ごとに 1回限り）。 

★ 特別措置による再々延長申請について ★ 

・ 最長 4年まで延長できます（延長 2年＋特別措置による延長 2年）。 

特別措置の適用については、その都度判断しますのでご相談ください。  

認定期間 6年目に 

認定更新を希望する 

第 1 期申請 
6/1～6/30 
審査結果:10月 

認定期間 6年目は更新せず 

認定期間再延長を希望する 
※更新困難な「特別な事情」あり 

認定期間再延長申請 
11/20～12/20 

審査結果:2月 

延長可 

認定期間再延長 
※次年度第 1期申請 

第 2 期申請 
3/15～3/31  
審査結果:6月 

認定期間 5年目に 

認定期間延長を希望する 
※更新困難な「特別な事情」あり 

認定期間延長申請 
11/20～12/20 

審査結果:2月 

認定期間延長 
※次年度第 1期申請 
 or 再延長申請 

第 2 期申請 
3/15～3/31 

延長の手続きは、 

認定期間 5年目です。 
※「特別な事情」が生じた時（認定

期間途中）は手続き不要です。 

第 1 期申請 
6/1～6/30 
審査結果:10月 

大規模自然災害の被災を

理由に延長された方は、

特別措置により認定期間

再々延長申請が可能です 

★下記参照 

認定期間 7年目に 

認定更新を希望する 

延長 
不可 

延長 
不可 延長可 

更新審査料必要 

★下記参照 

再審査料必要 

★下記参照 

再審査料必要 

★下記参照 

再審査料必要 

★下記参照 

再審査料必要 

★下記参照 

第 1期で更新不可となった

場合に再延長申請に切り替

えることができます 


